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高速自動車国道中央自動車道西宮線等に 

関する協定に関する協定 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する協定の一部を変更する協定 

 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と西日本高速道路株式会社は、高速道路

株式会社法（平成１６年法律第９９号）第６条第１項及び独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構法（平成１６年法律第１００号）第１３条第１項の規定に基づき、平成１８

年３月３１日付けで締結した「高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する協定」の一

部を次のように変更する協定を締結する。 

 

 

別紙３を次のとおり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙３

（協定第5条第2項関連）

（機構法第13条第1項第3号に定める協定記載事項）



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ１８ 16,786百万円

Ｈ１９ 24,426百万円

Ｈ２０ 25,020百万円

Ｈ２１ 26,890百万円

Ｈ２２ 37,352百万円

Ｈ２３ 40,400百万円

Ｈ２４ 43,809百万円

Ｈ２５ 108,571百万円

Ｈ２６ 45,499百万円

Ｈ２７ 44,057百万円

Ｈ２８ 45,661百万円

Ｈ２９ 45,284百万円

Ｈ３０ 48,309百万円

Ｈ３１ 45,080百万円

Ｈ３２ 43,628百万円

Ｈ３３ 43,817百万円

Ｈ３４ 44,857百万円

Ｈ３５ 45,640百万円

Ｈ３６ 46,668百万円

Ｈ３７ 47,803百万円

Ｈ３８ 48,474百万円

Ｈ３９ 49,462百万円

Ｈ４０ 49,517百万円

Ｈ４１ 50,546百万円

Ｈ４２ 51,203百万円

Ｈ４３ 51,855百万円

Ｈ４４ 52,585百万円

Ｈ４５ 52,262百万円

Ｈ４６ 52,846百万円

Ｈ４７ 52,906百万円

Ｈ４８ 53,248百万円

Ｈ４９ 53,476百万円

Ｈ５０ 52,969百万円

Ｈ５１ 53,248百万円

Ｈ５２ 53,454百万円

Ｈ５３ 53,520百万円

Ｈ５４ 53,251百万円

Ｈ５５ 53,395百万円

Ｈ５６ 52,970百万円

Ｈ５７ 52,088百万円

Ｈ５８ 51,986百万円

Ｈ５９ 52,570百万円

Ｈ６０ 51,891百万円

Ｈ６１ 52,492百万円

Ｈ６２ 21,432百万円

　（注1）平成１８年度から平成２２年度までは実績値を記載している。

　（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを

　　　認めるものとする。



この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、記名押印の上、各々１通を

保有する。 

 

 

 

平成２５年 ３月２１日 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

理 事 長    勢 山   直 

 

 

 

 

 

西日本高速道路株式会社 

               代表取締役社長  石 塚  由 成 

 


